
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  医療費控除の添付書類                   

Ｑ：今年度の所得税の確定申告では、医療

費控除の取扱いがこれまでと違うそうですが、

どのようになったのですか？                                

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】  

個人が所得税の確定申告をする際に医療費

控除の適用を受けようとするときは、これま

で、医療費に係る領収書を確定申告書に添付

するか、申告書を提出する際に提示しなけれ

ばなりませんでしたが、平成29年分の確定申

告からは、医療費の領収書の添付又は提示に

代えて、医療費の明細書又は医療保険者等の

医療通知書を確定申告書に添付しなければな

らなくなりました。 

具体的には、「医療費控除の明細書」に①

医療費通知(たとえば健康保険組合等が発行

する「医療費のお知らせ」)を添付する場合は、

この金額を「医療費通知に関する事項」に記

入し、②①以外の医療費を、医療を受けた人

の氏名、病院・薬局などの支払先の名称ごと

にまとめた金額を「医療費(上記１以外)の明

細」に記入し、控除税額を計算したものを添

付することになります。 

なお、添付しなかった医療費の領収書は、

５年間保存しなければならず、税務署から求

められた場合には、提示又は提出しなければ

なりませんので、この点に注意しておいてく

ださい。 
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